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⑤焼却灰処理他 

焼却主灰はセメントと重金属不溶化剤を加え混練することで造粒固化を行い、復興資材として再利用するこ

ととした。飛灰は水と重金属不溶化剤を加え混練した後に最終処分した。 
造粒物は復興資材の粒度調整剤として、津波堆積土、RC 砕石と混合して復興資材化を行った。 

 
 
 
 
 
写真-8 に造粒プラントと造粒物を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥津波堆積物処理 

津波堆積物は、写真のような一次仮置場に盛土状態で仮置されていた。受注時には 40,000 トンであったが、

設計変更により約 675,000 トンに追加委託された。そこで小泉工区と階上工区の既設プラントに加えて、片

浜と野田一次仮置場に 7 ライン（9 月より 1 ライン増設）を増設し、処理することとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真-9 に津波堆積土仮置き状況、写真-10 に津波堆積土処理プラントを示す。 
 
 
 
 
 
 

 
 

写真-8 主灰造粒設備と造粒骨材 

野田地区

表-4 焼却主灰造粒設備能力一覧表 

仮置き場 能力 

階上地区２次仮置き場 172ｔ/日 

小泉地区２次仮置き場 86ｔ/日 

 

図-11 津波堆積土処理フロー 

写真-9 津波堆積土仮置き状況 
写真-10 津波堆積土処理プラント 

片浜地区
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(5) 搬入・搬出等運行管理 

 計量施設では、積込場所、運搬車両の車両番号及び積載量、積

載物の種類、計量時間などのデータを記録し、これらを一元管理

できるようなシステムの構築を行った。各トラックスケールは通

信回線で連結され、データは一元管理されている。また各車両に

は GPS 端末を携帯させて走行軌跡を管理し運行管理を実施した。 
図-12 に GPS による車両管理システムのアウトプット例を示す。 
 

４．撤去・復旧 

(1) 解体・撤去 

仮説焼却炉解体については、関係法令に基づいて計画を行い、

監督署の確認をいただきながらテントにて焼却施設を養生し、管

理された空間内で安全かつ確実に解体を行った。 
解体期間を最少とするために、2 基の炉を煙突ごとテント 
（90ｍ×60ｍ×38ｍ）で覆い解体作業を行った。 

写真-11 に焼却炉の解体状況を示す。 
 

(2) 復旧 
復旧工事で不足する資材は事前に確保し仮置きすることで工

期短縮を図った。また耕作用の表土は有害物が混入していない耕

作に適した土壌で復旧することとし、不足した表土は水田・畑の

利用目的に適合した購入土に炭や有機肥料を混ぜて補った。 
二次仮置き場の用地は業務開始と完了後に設定した基準値以

下であることを確認した。土壌分析は各二次仮置き場の 1 か所

/900ｍ2 毎に表層・基層について業務の開始前と完了後の土壌汚

染物質含有量・土壌溶出量を調査した。 
写真-12 に復旧作業状況を示す。 
  
 

５．環境対策 

(1) 周辺環境対策 

 土壌汚染対策として、廃棄物を扱うヤードについては遮水シート

を敷設し、汚染水が地下に侵入しない構造とした。 
振動、騒音、粉じん、放射線量などの環境モニタリングを実施し、

「安全見守り隊」を地元の方々と組織し、定期的に地元の方にも参

加、確認いただくことで環境保全への取り組みの理解を求めた。 
写真-13 に安全見守り隊の活動状況を示す。 
 
 
 
 

  

図-12 GPS による車両管理 

写真-11 焼却炉の解体状況（小泉地区） 

写真-12 復旧作業状況 

写真-13 安全見守り隊活動 
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６．地元への貢献等 

 

(1) 首都圏キャンペーンの実施 

地元復興の一助として、「首都圏キャンペーン」と称し、商工会、地元企業とともに被災企業の販路拡大の

ために、気仙沼の食材や特産品の販売を JV 構成会社のネットワークを駆使して首都圏（国営武蔵丘陵森林公

園、昭和記念公園）にて実施した。JV 職員も販売員として参加し多くの来訪者に気仙沼をアピールすること

ができた。 

 

(2) ワークショップの開催 

 「共に生きる」というテーマで、地元有志を対象に地域活性化の

ためのワークショップを開催した。 
 専門家を招へいし、参加者の様々な意見を集約しながら地域おこ

しのアイデアを交換した（気仙沼ならではの特産品、アピールツー

ルの開発等）。 

 

 

 

 

 

(3) 地域連携プラザ、託児所の設置 

 地域の方々の交流、憩いの場として階上、小泉の２次仮置き場ス

ペースに地域連携プラザ「コミュテラス」を設置した。地域の方々

がくつろげる大浴場（焼却炉の余熱利用）、歓談スペース、インタ

ネット閲覧コーナーなどを設置し多くの方々に利用をいただいた。 

また JV 事務所敷地内に就労者（現場の作業員および JV所員）の

ための託児所「キッズテラス気仙沼」を設置し、地元の方々の就労

を容易にする工夫も行った。  

 

 

７．おわりに  

 最後に発注され、さらに民地をお借りしての廃棄物処理のため、非常にタイトなスケジュールの中での業務

であった。発注者である宮城県様、地元気仙沼市様のご指導とご協力をいただきながら、ピーク時には 1 日

1.800 人以上の地元を含む大勢の方々に作業に携わっていただき、地元の復興の序章としての役割を何とか果

たせたかと思っている。 
 業務の特性上、事前準備は困難ではあるが、準備、計画期間を十分に取れなかったために、プラント、施設

計画については試行錯誤で何度も修正、追加を行う手戻り、ロスが生じてしまったことが反省点である。  
最後に本業務を進めるにあたり、広域連携などで多大なご協力をいただいた県内の他処理区、県内外の処理

施設に感謝いたします。 
  
 
 

写真-14 地域連携プラザ「コミュテラス」 

写真-15 託児所「キッズテラス気仙沼」 


